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第１問  

（事案）  

１．Ｘは、Ａ県Ａ市（以下「Ａ市」という。）に住む会社員であり、

Ｙは、自動車の製造・販売を営む株式会社であり、本店がＢ県Ｂ市

（以下「Ｂ市」という。）にあり、全国各地に支店を有する。  

２．Ｘは、Ａ市内にあるＹのＡ支店において、Ｙとの間で、甲という

シリーズ名の新車のキャンピングカーを４００万円で買うとの売

買契約（以下「本件契約」という。）を締結し、４００万円を支払

った。  

本件契約の契約書は、Ｙが用意したものであり、そこには他に

「本件契約に関する一切の紛争は、Ｂ地方裁判所を第一審の管轄

裁判所とする」との定め（以下「本件定め」という。）が記載され

ていた。Ｂ地方裁判所は、Ｙの本店があるＢ市を管轄する裁判所

である。  

３．Ｘは、引渡しを受けたキャンピングカーが本件契約で約定され

ている仕様を有してなかったことから、Ｙに対し、本件契約の債

務不履行を理由とする損害賠償を請求することにした。  

Ｘの委任を受けた弁護士Ｌは、Ｘの訴訟代理人として、Ｘを原

告、Ｙを被告とし、本件契約の債務不履行に基づく損害賠償請求

として１００万円の支払を求める訴えを、Ａ市を管轄するＡ地方

裁判所に提起した（以下、この訴えに係る訴訟を「本件訴訟」とい

う。）。  

４．Ｙは、本案について弁論する前に、Ａ地方裁判所に対し、本件定

めによりＢ地方裁判所のみが管轄裁判所となるとして、民事訴訟

法第１６条第１項に基づき、本件訴訟をＢ地方裁判所に移送する

よう申し立てた。  

なお、Ｘの居住地、Ｌの事務所、ＹのＡ支店及びＡ地方裁判所

は、いずれもＡ市中心部にあり、Ｙの本店及びＢ地方裁判所は、い

ずれもＢ市中心部にある。Ａ市中心部とＢ市中心部との間の距離

は、約６００ｋｍであり、新幹線、在来線等の公共交通機関を乗り

継いで約４時間掛かる。  

 

（設問１）  

 Ｙの解釈の根拠も踏まえつつ、本件定めの内容についてＹの解釈

とは別の解釈をとるべきだとの立論を考えなさい。  

 

（設問２）  

本件定めの内容についてのＹの解釈を前提とするとしても、本件

訴訟はＡ地方裁判所で審理されるべきであるとの立論を考えなさ

い。 
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（解説）  

１．出題の概要  

  第１問は、管轄に関する基本的な理解を問う問題である。  

２．解答のポイント  

（１）設問１  

ア．問題の所在  

   設問１では、「本件契約に関する…紛争」に基づく訴えには、

X を原告とする場合には、Y の本店の所在地である B 市を管轄

する B 地方裁判所に普通裁判籍による法定管轄が認められる（ 4

条 1 項・4 項）とともに、本件契約が甲というシリーズ名の新

車のキャンピングカーという種類物の引渡しを目的とした種類

物売買であることから、X を債権者・原告とする場合には「財

産上の訴え」における「義務履行地」たる債権者 X の住所地（民

法 484 条後段）である A 市を管轄する A 地方裁判所にも特別裁

判籍による法定管轄が認められる（5 条 1 号）ことを前提とし

て、「本件契約に関する一切の紛争は、B 地方裁判所を第一審の

管轄裁判所とする」旨の本件定めが管轄裁判所を B 地方裁判所

だけに限定する専属的管轄合意であるのか、それとも付加的管

轄合意であるのかが問題となる。  

 イ．原則  

管轄の合意が専属的管轄合意と付加的管轄合意のいずれに属

するのかは、合意の意思解釈の問題である。  

まず、①合意の中で、特定の裁判所のみを管轄裁判所とする

旨の意思が明示されている場合には、専属的管轄合意と解釈さ

れる。  

次に、②「当事者」間の「一定の法律関係に基づく訴えに関

し」複数の法定管轄裁判所が存在する場合に、その中の 1 つに

ついて合意がなされているときも、専属的管轄合意と解釈され

るのが通常である。法定管轄裁判所が複数あるにも関わらず、

その中から合意により敢えて一つに絞って明示しているのであ

るから、専属的管轄合意と解釈することが当事者の合理的意思

に合致すると考えられるのである。  

   「本件契約に関する…紛争」に基づく訴えには、A 地方裁判所

と B 地方裁判所の双方に法定管轄が認められる。にもかかわら

ず、契約書において管轄裁判所として B 地方裁判所について合

意されているのは、全国各地に支店を有する Y が、全国各地に

及ぶことが予定される多数の自動車購入者との間で、自動車の

売買契約に関して生じる紛争に基づく訴えの裁判機関を常に Y

の本店所在地を管轄する B 地方裁判所に限ることで、Y の便益

を図るためである。そこで、本件定めは、管轄裁判所を B 地方

裁判所だけに限定する専属的管轄合意であると解する（②）。  

    これが原則的な帰結である。  

 

 

令和 1 年司法試験設問 1 参

考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎応用 15 頁［論点 1］、論

証集 6 頁［論点 1］  
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  ウ．例外  

②の場合でも、企業側が用意した契約書や普通契約約款によ

る当該企業の本店（本社）所在地を管轄する裁判所をもって合

意による管轄裁判所とする旨の合意については、一般契約者（一

般消費者）の利益保護の観点から、専属的管轄合意ではなく付

加的管轄合意と解されることがある。  

例えば、昭和 45 年札幌高判は、「保険契約に関する訴訟につ

いては当会社の本店所在地を管轄する裁判所をもって合意によ

る管轄裁判所とする』という普通保険約款中の管轄の合意につ

いて、（ⅰ）「専属的管轄を定める意図であったろうことは推認

され得なくもない」と述べる一方で、（ⅱ）これを専属的合意と

解釈することは「一般の保険契約者にとって…甚だ不便なこと

であり、場合により（殊に遠隔地居住者の如き）、紛争解決を始

めから断念せざるを得ないに等しい結果を招来することにもな

るのであって、…疑わしい場合は、むしろ一般契約者の利益に

解釈すべく、本件管轄約款は、相手方の本店所在地の裁判所が

法定管轄権を有しない場合にも、これに管轄権を認めた、いわ

ゆる付加的合意管轄の定めと解するのが相当である。」として、

一般契約者（一般消費者）の利益保護の観点から付加的管轄合

意であると解釈している。  

本定めについても、この裁判例を参考にしながら付加的管轄

合意と解釈する余地がある。  

（２）設問２  

専属的管轄合意に基づく管轄裁判所（B 地方裁判所）に訴えが

提起された場合であっても、裁判所は、訴訟を他の裁判所（法定

管轄裁判所である A 地方裁判所）に移送することが可能である（17

条、20 条 1 項括弧書）。  

これに対し、本問のように、専属的管轄合意により管轄を排除

されている法定管轄裁判所（A 地方裁判所）に訴えが提起された

場合には、裁判所により、管轄違いを理由として、訴訟が合意管

轄裁判所（B 地方裁判所）に移送される（16 条 1 項）。  

本問では、これらを前提として、17 条を類推適用することによ

り 16 条 1 項に基づく管轄違いを理由とする合意管轄裁判所への

移送を制限することの可否が問題となる。  

これについては、合意により管轄を排除されている法定管轄裁

判所で審理・裁判することが「訴訟の著しい遅滞を避け、又は当

事者間の衡平を図るため」に必要である場合には、17 条の類推適

用により、16 条 1 項に基づく移送が制限されると解することがで

きる（詳細は参考答案を参照）。  

 

 

 

 

 

 

札幌高判 S45.4.20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎応用 16 頁［論点 2］、論

証集 6 頁［論点 2］  
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（参考答案）  

設問１  

１．Y の解釈の根拠  

（１）まず、本件定めは、本件訴訟の「当事者」である X と Y が、本

件契約に関する一切の紛争という「一定の法律関係に基づく訴え

に関し」、契約書という「書面」で、「第一審に限」ったものとし

て、B 地方裁判所を第一審の管轄裁判所として合意するものであ

る（民事訴訟法 11 条 1 項・2 項）。   

（２）次に、「本件契約に関する…紛争」に基づく訴えには、X を原告

とする場合には、Y の本店の所在地である B 市を管轄する B 地方

裁判所に普通裁判籍による法定管轄が認められる（ 4 条 1 項・4

項）。また、本件契約が甲というシリーズ名の新車のキャンピング

カーという種類物の引渡しを目的とした種類物売買であることか

ら、「本件契約に関する…紛争」に基づく訴えのうち、X を債権者・

原告とする場合には、「財産上の訴え」における「義務履行地」た

る債権者 X の住所地（民法 484 条後段）である A 市を管轄する A

地方裁判所にも、特別裁判籍による法定管轄が認められる（ 5 条 1

号）。このように、XY 間の「本件契約に関する…紛争」に基づく

訴えについて、A 地方裁判所と B 地方裁判所の双方に法定管轄が

認められるにもかかわらず、契約書において管轄裁判所として B

地方裁判所について合意されているのは、全国各地に支店を有す

る Y が、全国各地に及ぶことが予定される多数の自動車購入者と

の間で、自動車の売買契約に関して生じる紛争に基づく訴えの裁

判機関を常に Y の本店所在地を管轄する B 地方裁判所に限ること

で、Y の便益を図るためである。そこで、本件定めは、管轄裁判所

を B 地方裁判所だけに限定する専属的管轄合意であると解する。   

２．Y の解釈とは別の解釈  

  本件定めを付加的管轄合意であると解釈する。  

（１）本件定めを専属的管轄合意と解釈すると、X のような遠隔地居

住者については、本人訴訟の場合における移動の時間・費用の負

担の大きさや、弁護士代理の場合における弁護士費用の負担の大

きさから、訴訟を始めから断念せざるを得なくなる場合もある。

そうすると、Y が用意した契約書による本件定めについては、一

般消費者の利益のために付加的管轄合意を解釈するべき必要があ

る。  

（２）しかも、本件契約の契約書は、本件定めの文言を「B 地方裁判所

のみ」とするなど、Y において本件定めが専属的管轄合意である

ことをより明確にすることができたにもかかわらず、単に「B 地

方裁判所…とする」と定めるにとどまっているのだから、付加的

管轄合意を解する余地がある。このことに、Y から提起する債務

不存在確認の訴えの法定管轄裁判所は A 地方裁判所だけである（4

条 1 項、5 条 1 号）というように、「本件契約に関する」訴えには
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B 地方裁判所の法定管轄に属しないものがあることも考慮すれ

ば、本件定めは、そのような場合も B 地方裁判所を管轄裁判所と

する付加的管轄合意であると解釈することができる。  

 

設問２  

専属的管轄合意に基づく管轄裁判所に訴えが提起された場合であっ

ても、裁判所は、訴訟を他の裁判所（法定管轄裁判所）に移送すること

が可能である（17 条、20 条 1 項括弧書）。このこととの均衡を図るた

めに、専属的管轄合意により管轄を排除されている法定管轄裁判所に

訴えが提起された場合における管轄違いを理由とする合意管轄裁判所

への移送（16 条 1 項）を制限できないか。  

１．合意により管轄を排除されている法定管轄裁判所で審理・裁判す

ることが「訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るた

め」に必要である場合、管轄違いを理由として合意管轄裁判所に移

送がされた後に、さらに上記法定管轄裁判所に移送されることにな

るが、これは迂遠である。また、地方裁判所が簡易裁判所の管轄に

属する訴訟を自庁処理することが認められている（ 16 条 2 項）こと

に照らせば、土地管轄における管轄違いの場面でも自庁処理を認め

る理論的余地がある。そこで、合意により管轄を排除されている法

定管轄裁判所で審理・裁判することが「訴訟の著しい遅滞を避け、

又は当事者間の衡平を図るため」に必要である場合には、17 条の類

推適用により、16 条 1 項に基づく移送が制限されると解すべきであ

る。  

２．A 市中心部にある X の居住地と X の訴訟代理人 L の事務所から B

市中心部にある B 地方裁判所までは、約 600 ㎞も離れており、新幹

線・在来線等の公共交通機関を乗り継いで約 4 時間もかかる。その

ため、B 地方裁判所に移送されると、X は訴訟追行に当たり大きな

負担を受ける。他方、Y は、A 市内にある A 支店にいる支配人に訴

訟代理をさせることが可能であるし（会社法 11 条 1 項後段）、その

経済的規模からして弁護士に訴訟代理（54 条 1 項参照）させること

による経済的負担も大きくないから、A 地方裁判所に移送されるこ

とによる訴訟追行上の負担は大きくない。  

そうすると、17 条の類推適用により、「当事者間の衡平を図るた

めに必要がある」として B 地方裁判所への移送が制限されるから、

A 地方裁判所で審理されるべきこととなる。         以上  
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第２問  

（事案）  

 Ｘは、ＹがＸが所有する甲建物に放火してこれを焼損したことを

理由として、Ａ地方裁判所に不法行為に基づく損害賠償を求める訴

えを提起したところ（以下「本件訴え」という。）、訴状の当事者欄に

は被告として「Ｚ」と記載されていた。  

 

（設問）  

 本件訴えにおける被告が誰であるかについて、論じなさい。  
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（解説）  

１．出題の概要  

  第２問は、当事者の確定に関する基本的な理解を問う問題である。 

２．解答のポイント  

当事者の確定基準については、訴状の表示を基準とする表示説、

原告ないし裁判所の意思を基準とする意思説、当事者として行動し

又は当事者として扱われていたかどうかを基準とする行動説、民事

訴訟という紛争解決に適切な者かどうかを基準にする適格説、規範

分類説などがある。  

意思説に対しては、内心の意思を認定することは容易でないとい

った批判があり、行動説に対しては、具体的にどのような行動に着

目して当事者らしく行動したと評価するのかが不明確であるとの批

判がある。表示説については、訴状の当事者欄の記載のみを基準と

する形式的表示説もあるところ、これは基準として明確である一方

で、原告の合理的意思や訴えの提起後の手続過程などの周辺事情を

考慮することが著しく制限されることで具体的妥当性を欠く結論に

なりがちであるという欠点があるため、訴状の当事者欄のみならず

請求の趣旨・原因その他の記載事項も含めて訴状全体から総合的に

当事者を確定するべきであるとする実質的表示説が主張される。実

質的表示説が通説である。  

確かに、訴状の当事者欄（133 条 2 項 1 号前段）には被告として

Z と記載されている。しかし、請求の趣旨は、Y に対して不法行為に

基づく損害賠償を求めるものである。さらに、X の訴えは、Y が X

が所有する甲建物に放火してこれを焼損したことを理由として損害

賠償を求めるものであるから、訴状では、請求原因の一つとして、Y

が X が所有する甲建物に放火してこれを焼損したことが記載されて

いると考えられる。そうすると、訴状において被告として表示され

ているのは Y であるといえる。  

  したがって、被告は Z ではなく Y である。           

 

 

 

 

基礎応用 23 頁［論点 1］、論

証集 9 頁［論点 1］  
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（参考答案）  

１．民事訴訟における当事者とは、原告と被告のように、訴え又は訴

えられることにより判決の名宛人となる者を意味する（形式的当事

者概念）。    

当事者の確定では、訴状の当事者欄のみならず請求の趣旨・原因

も含んだ訴状の表示を基準とするべきである（実質的表示説）。  

訴状の表示を基準とすることで基準の明確性を確保する一方で、

請求の趣旨・原因も考慮することで具体的妥当性にも配慮する必要

があるからである。  

２．確かに、訴状の当事者欄（民事訴訟法 133 条 2 項 1 号前段）には

被告として Z と記載されている。しかし、請求の趣旨は、Y に対し

て不法行為に基づく損害賠償を求めるものである。さらに、X の訴

えは、Y が X が所有する甲建物に放火してこれを焼損したことを理

由として損害賠償を求めるものであるから、訴状では、請求原因の

一つとして、Y が X が所有する甲建物に放火してこれを焼損したこ

とが記載されていると考えられる。そうすると、訴状において被告

として表示されているのは Y であるといえる。  

  したがって、被告は Z ではなく Y である。         以上  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎問題演習テキスト 民事訴訟法 
加藤ゼミナール



12 

  

基礎問題演習テキスト 民事訴訟法 
加藤ゼミナール



13 

第３問  

（事案）  

Ｘは、甲土地の所有者Ｙを被告と表示して、所有権移転登記を求

める訴えを提起した。なお、この訴訟には、訴訟代理人はいないもの

とする。  

Ｘと通じたＺは、Ｙと称して訴状等を受領して、第１回口頭弁論

期日に出頭し、請求原因事実をすべて自白した。  

 

（設問１）  

Ｚが自白した後、第１回口頭弁論期日において、出頭したのはＹ

ではなく、Ｚであることが判明した。この場合、裁判所は、どのよう

な措置を採るべきか。  

 

（設問２）  

第１回口頭弁論期日において弁論が終結し、Ｙに対する請求認容

の判決が言い渡されて、控訴期間が徒過した。その後、Ｘは、甲土地

について所有権移転登記を経由した。この場合、Ｙは、訴訟法上どの

ような手段を採ることができるか。  
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（解説）  

１．出題の概要  

  第３問は、被告側の氏名冒用訴訟に関する理解を問う問題である。 

２．解答のポイント  

（１）設問１  

   被告側の氏名冒用訴訟では、典型的には、氏名冒用が判明しな

いまま原告敗訴の判決が下されてそれが確定した場合において、

判決効の効力が被冒用者にも及ぶかと、仮に及ぶとして被冒用者

は判決の効力を排除することができるかが問題となるのが、設問

１では、第１回口頭弁論期日において氏名冒用が判明した場合に

おいて裁判所が採るべき措置が問われている。  

   裁判所がいかなる措置を採るべきかは、被告が Y と Z のいずれ

であるかによって異なるから、まず初めに、当事者の確定基準が

問題となる。通説である実質的表示説からは、Y を被告として確

定することになる。  

訴訟係属は、訴え提起に基づいて裁判所が訴状を「被告に送達」

する（138 条 1 項）ことにより発生するところ、Z による訴状の受

領により「被告に送達」がなされたとはいえないから、訴訟係属

が発生していないことになる。そうである以上、裁判所は、審理

及び手続を進行させることはできない。そこで、裁判所は、まず

初めに、Y に対して訴状を送達し直して訴訟係属を発生させた上

で、Y の関与の下、XY 間の訴訟を進行させるべきである。そして、

「当事者」ではない Z による自白は無効であるから、裁判所は、

Z の自白に拘束されることなく事実認定をするべきである。  

（２）設問２  

被告側の氏名冒用訴訟では、典型的には、氏名冒用が判明しな

いまま判決が原告敗訴の判決が下されてそれが確定した場合にお

いて、判決効の効力が被冒用者にも及ぶかと、仮に及ぶとして被

冒用者は判決の効力を排除することができるかが問題となるとこ

ろ、設問 2 でも同様である。  

Y を被告として確定する以上、Y 敗訴の確定判決の既判力（114

条 1 項）が Y に及ぶのが原則であるところ、Y が Y 敗訴の確定判

決の効力を排除するための理論構成としては、①手続関与の機会

が与えられていないことを根拠とする 338 条 1 項 3 号類推適用に

よる再審の訴え、②手続関与の機会が与えられていないことを根

拠として既判力の正当化根拠（手続保障を前提とする自己責任）

が妥当しないとして、既判力の発生を否定すること（この場合、Y

は、再審の訴えを経由することなく、X を被告として甲土地の所

有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えを提起することとな

る）が考えられる。また、判決効を排除するための理論構成とは

別に、③X による確定判決の不当騙取が不法行為（民法 709 条）

を構成するとして、X に対して甲土地の市場価額相当額の損害の
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賠償を求める訴えを提起することも考えられる。  

①については、「有効に訴状の送達がされず、その故に被告とさ

れた者が訴訟に関与する機会が与えられないまま判決がされた場

合には、当事者の代理人として訴訟行為をした者に代理権の欠缺

があった場合と別異に扱う理由はないから、民訴法 420 条 1 項 3

号の事由があるものと解するのが相当である。」として、現行民

訴法 338 条 1 項 3 号に対応する旧民訴法 420 条 1 項 3 号の適用

（又は類推適用）を認めた平成 4 年最判が参考になる。最高裁は、

別の事案においても、当事者に保障されるべき手続関与する機会

が与えられない場合において、338 条 1 項 3 号の類推適用を認め

ている。  

②については、既判力の正当化根拠に遡るとともに、原告と冒

用者とが通謀していたという事情にも着目しながら論じることに

なる。  

   ③については、「当事者間に確定判決が存在する場合に、その判

決の成立過程における相手方の不法行為を理由として、その判決

の既判力ある判断と実質的に矛盾する損害賠償請求をすること

は、確定判決の既判力による法的安定を著しく害する結果となる

から、原則として許されるべきではなく、当事者の一方が、相手

方の権利を害する意図の下に、作為又は不作為によって相手方が

訴訟手続に関与することを妨げ、あるいは虚偽の事実を主張して

裁判所を欺罔するなどの不正な行為を行い、その結果本来あり得

べからざる内容の確定判決を取得し、かつ、これを執行したなど、

その行為が著しく正義に反し、確定判決の既判力による法的安定

の要請を考慮してもなお容認し得ないような特別の事情がある場

合に限って、許されるものと解するのが相当である…。」とする

平成 22 年最判の射程を踏まえながら論じる必要がある。  

基礎応用 441 頁［論点 3］、

論証集 232 頁［論点 3］  
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（参考答案）  

設問１  

１．訴えの提起によって、事件が特定され、これが特定の裁判所で審

判される状態が生じる。この状態を訴訟係属という。  

訴訟係属は、訴え提起に基づいて裁判所が訴状を「被告に送達」

する（民事訴訟法 138 条 1 項）ことにより発生する。被告に訴状が

送達された時点で、二当事者対立構造が発生するからである。  

２．では、X と通じた Z による訴状の受領により、「被告に送達」がな

されたといえるか、一方当事者たる被告の確定が問題となる。  

（１）訴状の表示を基準とすることで基準の明確性を確保する一方で、

請求の趣旨・原因も考慮することで具体的妥当性にも配慮する必

要がある。そこで、当事者の確定では、訴状の当事者欄のみなら

ず請求の趣旨・原因も含んだ訴状の表示を基準とするべきである

（実質的表示説）。  

（２）訴状の被告欄（133 条 2 項 1 号前段）には Y が記載されている。

また、請求の趣旨は、Y に対して甲土地の所有権移転登記手続を

するように求めるものである。さらに、訴状では、請求原因の一

つとして、甲土地について Y 名義の所有権移転登記がなされてい

ることが記載されていると考えられる。したがって、訴状におい

て被告として表示されているのは Y であるといえるから、被告は

Y である。  

   そうすると、Z による訴状の受領により、「被告に送達」がなさ

れたとはいえないから、訴訟係属が発生していないことになる。  

３．訴訟係属が発生していないため、裁判所は、審理及び手続を進行

させることはできない。  

そこで、裁判所は、まず初めに、Y に対して訴状を送達し直して

訴訟係属を発生させた上で、Y の関与の下、XY 間の訴訟を進行させ

るべきである。  

そして、「当事者」ではない Z による自白は無効であるから、裁判

所は、Z の自白に拘束されることなく事実認定をするべきである。  

 

設問２  

１．まず、判決は、控訴期間（285 条本文）の経過とともに確定する

（116 条 1 項）。そして、控訴期間は不変期間であるから、裁判所が

それを伸縮することはできない（96 条 1 項）。そうすると、本問で

は、控訴期間が徒過したことにより、判決が確定するのが原則であ

る。  

  もっとも、Y が控訴期間内に控訴できなかったのは、X と通じた Z

が Y と称して訴状等を受領したからである。そのため、「当事者」Y

「がその責めに帰することができない事由により不変期間」たる控

訴期間「を遵守することができなかった場合」に当たる（ 97 条 1 項）。 

  したがって、Y は、自己を被告とする請求認容判決が下されたこ
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とを知ってから「一週間以内」に控訴を提起することで、前記判決

の確定を妨げることができるから、そのようにするべきである。  

２．次に、前記１の控訴の追完がなされなかった場合は、どうするべ

きか。  

（１）適法な訴訟係属が発生しないまま言い渡された判決であっても、

内容上の効果が認められると解されている。そのため、請求認容

判決には既判力（114 条 1 項）が認められる。  

   そして、仮に、Y が、X を被告として、甲土地の所有権移転登記

の抹消登記手続を求める訴えを提起した場合、一物一権主義によ

り、甲土地についての X の Y に対する所有権に基づく物権的登記

請求権と Y の X に対する所有権に基づく物権的登記請求権とは実

体法上両立しない関係にあるため、矛盾関係により、請求認容判

決の既判力が Y による訴えに作用する。そのため、Y 側から基準

時後の新たな事由の主張・立証がない限り、後訴裁判所が前訴確

定判決の主文中の判断内容に従って審理することにより、請求棄

却判決が下されることになる。  

   そこで、Y は、請求認容判決に対する再審の訴え（338 条 1 項）

を提起することが考えられる。では、再審事由が認められるか。  

  ア．338 条 1 項 3 号は、直接的には、訴訟代理権の欠缺の場合を

規定している。これは、無権代理により当事者に保障されるべ

き手続関与の機会が与えられていない場合について、救済の途

を残すことを趣旨とする。そこで、無権代理に限らず、当事者

に保障されるべき手続関与の機会が与えられていない場合に

は、338 条 1 項 3 号の類推適用により再審事由が認められると

解すべきである。  

  イ．X と通じた Z が訴状等を受領したことにより、Y は訴状等を

受領できておらず、手続関与の機会の保障がなかった。したが

って、3 号の類推適用による再審事由が認められる。よって、Y

は、再審の訴えを提起するべきである。  

（２）もっとも、X により確定判決が騙取されている事案において、Y

が再審を経なければ救済を受けることができないというのは、Y

に酷である。そこで、既判力の正当化根拠が前訴における手続保

障を前提とする自己責任にあることにかんがみ、例外的に、請求

認容判決の既判力を否定することができないか。  

  ア．確かに、既判力は、確定判決に紛争解決基準としての安定性

を与えることを目的として認められる制度的効力である。その

ため、個別事情によって既判力の発生を否定することは、制度

的効力としての既判力の性質に反し得るため、慎重な検討を要

する。  

    しかし、他方で、既判力の正当化根拠は、前訴における手続

保障を前提とする自己責任にある。そして、氏名冒用訴訟の場

合には、被冒用者に手続関与の機会が与えられていないから、
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既判力の正当化根拠を欠く。  

    しかも、被冒用者の対立当事者と冒用者とが通謀している場

合、そのような対立当事者には、確定判決に紛争解決基準とし

ての安定性が与えられることによる利益を享受する資格はな

い。  

    そこで、被冒用者の対立当事者と冒用者とが通謀している場

合には、例外的に、既判力の発生が否定されると解すべきであ

る。  

  イ．本問では、被冒用者 Y の対立当事者である X と通謀した Z が

訴状等を受領して Y の氏名を冒用している。したがって、請求

認容判決の既判力の発生は例外的に否定される。  

    よって、Y は、X を被告として、甲土地の所有権移転登記の

抹消登記手続を求める訴えを提起するべきである。  

（３）さらに、Y は、X による確定判決の不当騙取が不法行為（民法

709 条）を構成するとして、X に対して甲土地の市場価額相当額

の損害の賠償を求める訴えを提起することも考えられる。  

確かに、判例は、「当事者間に確定判決が存在する場合に、その

判決の成立過程における相手方の不法行為を理由として、その判

決の既判力ある判断と実質的に矛盾する損害賠償請求をすること

は、確定判決の既判力による法的安定を著しく害する結果となる」

から「特段の事情」がない限り許されないとしている。  

しかし、前記２（２）の通り、本問では、請求認容判決の既判力

の発生が否定されるから、「確定判決の既判力による法的安定」を

根拠とする上記判例法理は妥当しない。  

   また、「特段の事情」が認められる余地もある。  

   したがって、前記２（３）の訴えは上記判例法理により妨げら

れないから、Y にはこの訴えを提起するという救済手段もある。            
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